
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段で生成した撮影画像を画像ファイルとして記録可能に構成された画像記録装置
において、
　ファイル情報データとデータＩＤとデータレベルから構成され時系列に変化する時系列
変化データの記録レベルを記憶するレベル記憶手段と、
　情報発信装置から発信された時系列変化データを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した時系列変化データのデータＩＤが変化したか否かを判断する判
断手段と、
　前記判断手段によりデータＩＤが変化したと判断された場合、前記時系列変化データの
データレベルと前記レベル記憶手段により記憶された記録レベルとを比較する比較手段と
、
　前記記録レベルが前記データレベルと同じ又は高い場合には前記時系列変化データのフ
ァイル情報データを記録し、前記記録レベルが前記データレベルよりも低い場合には前記
時系列変化データのファイル情報データを記録しないファイル情報記録制御手段と、
　撮像指示が入力された際は、前記撮像手段により得られた画像ファイルに、前記ファイ
ル情報記録制御手段により記録されたファイル情報データを付加して記録する撮影画像記
録手段と、
　を有することを特徴とする画像記録装置。
【請求項２】
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　前記時系列変化データの授受は無線通信により行われることを特徴とする請求項１に記
載の画像記録装置。
【請求項３】
　前記時系列変化データは、パケット形式のデータであることを特徴とする請求項１に記
載の画像記録装置。
【請求項４】
　撮像手段で生成した撮影画像を画像ファイルとして記録する画像記録方法において、
　情報発信装置から発信された、ファイル情報データとデータＩＤとデータレベルから構
成され時系列に変化する時系列変化データを受信する受信工程と、
　前記受信工程で受信した時系列変化データのデータＩＤが変化したか否かを判断する判
断工程と、
　前記判断工程によりデータＩＤが変化したと判断された場合、前記時系列変化データの
データレベルと予め記憶された記録レベルとを比較する比較工程と、
　前記記録レベルが前記データレベルと同じ又は高い場合には前記時系列変化データのフ
ァイル情報データを記録し、前記記録レベルが前記データレベルよりも低い場合には前記
時系列変化データのファイル情報データを記録しないファイル情報記録制御工程と、
　撮像指示が入力された際は、前記撮像手段により得られた画像ファイルに、前記ファイ
ル情報記録制御工程により記録されたファイル情報データを付加して記録する撮影画像記
録工程と、
　を有することを特徴とする画像記録方法。
【請求項５】
　情報発信装置と、撮像手段で生成した撮影画像を画像ファイルとして記録可能に構成さ
れた画像記録装置と、を含む画像記録システムにおいて、
　前記情報発信装置は、
　ファイル情報データとデータＩＤとデータレベルから構成され時系列に変化する時系列
変化データを発信する発信手段を有し、
　前記画像記録装置は、
　時系列変化データの記録レベルを記憶するレベル記憶手段と、
　前記情報発信装置から発信された前記時系列変化データを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した時系列変化データのデータＩＤが変化したか否かを判断する判
断手段と、
　前記判断手段によりデータＩＤが変化したと判断された場合、前記時系列変化データの
データレベルと前記レベル記憶手段により記憶された記録レベルとを比較する比較手段と
、
　前記記録レベルが前記データレベルと同じ又は高い場合には前記時系列変化データのフ
ァイル情報データを記録し、前記記録レベルが前記データレベルよりも低い場合には前記
時系列変化データのファイル情報データを記録しないファイル情報記録制御手段と、
　撮像指示が入力された際は、前記撮像手段により得られた画像ファイルに、前記ファイ
ル情報記録制御手段により記録されたファイル情報データを付加して記録する撮影画像記
録手段と、
　を有することを特徴とする画像記録システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、画像記録装置、画像記録方法及び画像記録システムに関するものであり、特
にデジタルカメラに用いて好適なものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、デジタルカメラで画像の撮影を行った場合において、撮影した画像には画像の作成
日時の情報を記録することが可能である。しかし、他に記録される情報がないため、一日
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に何枚もの画像を撮影し記録した場合や、旅行などで何日にも渡って大量の画像を撮影し
て記録した場合には、後で整理をするときになってからどのような状況で撮影した画像で
あるのかを忘れてしまう場合があった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
このような場合に、どの画像がどこでどのような状況で撮影されたかを判定するには撮影
者或いは被撮影者などの記憶に頼って整理しているのが現状であった。このため、デジタ
ルカメラで撮影した画像データを整理するのに多くの時間及び労力を必要としていた。
【０００４】
また、画像データをメモリに格納するために、各画像データに名前を付していたが、名前
を付す作業が大変である上に、必要な画像データを後で検索する際に、効率よく検索する
ことができない問題があった。
【０００５】
本発明は上述の問題点にかんがみてなされたもので、撮影した画像がいつどこで撮影され
たものかを容易に判別できるようにすることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の画像記録装置は、撮像手段で生成した撮影画像を画像ファイルとして記録可能
に構成された画像記録装置において、ファイル情報データとデータＩＤとデータレベルか
ら構成され時系列に変化する時系列変化データの記録レベルを記憶するレベル記憶手段と
、
　情報発信装置から発信された時系列変化データを受信する受信手段と、前記受信手段で
受信した時系列変化データのデータＩＤが変化したか否かを判断する判断手段と、前記判
断手段によりデータＩＤが変化したと判断された場合、前記時系列変化データのデータレ
ベルと前記レベル記憶手段により記憶された記録レベルとを比較する比較手段と、前記記
録レベルが前記データレベルと同じ又は高い場合には前記時系列変化データのファイル情
報データを記録し、前記記録レベルが前記データレベルよりも低い場合には前記時系列変
化データのファイル情報データを記録しないファイル情報記録制御手段と、撮像指示が入
力された際は、前記撮像手段により得られた画像ファイルに、前記ファイル情報記録制御
手段により記録されたファイル情報データを付加して記録する撮影画像記録手段と、を有
する。
　本発明の画像記録方法は、撮像手段で生成した撮影画像を画像ファイルとして記録する
画像記録方法において、情報発信装置から発信された、ファイル情報データとデータＩＤ
とデータレベルから構成され時系列に変化する時系列変化データを受信する受信工程と、
前記受信工程で受信した時系列変化データのデータＩＤが変化したか否かを判断する判断
工程と、前記判断工程によりデータＩＤが変化したと判断された場合、前記時系列変化デ
ータのデータレベルと予め記憶された記録レベルとを比較する比較工程と、前記記録レベ
ルが前記データレベルと同じ又は高い場合には前記時系列変化データのファイル情報デー
タを記録し、前記記録レベルが前記データレベルよりも低い場合には前記時系列変化デー
タのファイル情報データを記録しないファイル情報記録制御工程と、撮像指示が入力され
た際は、前記撮像手段により得られた画像ファイルに、前記ファイル情報記録制御工程に
より記録されたファイル情報データを付加して記録する撮影画像記録工程と、を有する。
　本発明の画像記録システムは、情報発信装置と、撮像手段で生成した撮影画像を画像フ
ァイルとして記録可能に構成された画像記録装置と、を含む画像記録システムにおいて、
前記情報発信装置は、ファイル情報データとデータＩＤとデータレベルから構成され時系
列に変化する時系列変化データを発信する発信手段を有し、前記画像記録装置は、時系列
変化データの記録レベルを記憶するレベル記憶手段と、前記情報発信装置から発信された
前記時系列変化データを受信する受信手段と、前記受信手段で受信した時系列変化データ
のデータＩＤが変化したか否かを判断する判断手段と、前記判断手段によりデータＩＤが
変化したと判断された場合、前記時系列変化データのデータレベルと前記レベル記憶手段
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により記憶された記録レベルとを比較する比較手段と、前記記録レベルが前記データレベ
ルと同じ又は高い場合には前記時系列変化データのファイル情報データを記録し、前記記
録レベルが前記データレベルよりも低い場合には前記時系列変化データのファイル情報デ
ータを記録しないファイル情報記録制御手段と、撮像指示が入力された際は、前記撮像手
段により得られた画像ファイルに、前記ファイル情報記録制御手段により記録されたファ
イル情報データを付加して記録する撮影画像記録手段と、を有する。
【００１３】
【発明の実施の形態】
【００１４】
以下、図面を用いて本発明の画像記録装置の実施の形態について詳細を説明する。
【００１５】
（第１の実施の形態）
本実施の形態によれば、旅行中のスケジュールを登録しておき、旅行中は使用者は撮影を
行うだけでよく、他のことは何もせずに撮影場所の情報を記録することが可能となる例を
示している。
図１には、本実施の形態におけるハードウェア構成のブロック図を示す。１０１が本実施
の形態における画像記録装置としてのデジタルカメラの全体構成を示している。
【００１６】
図１において、１０２は画像入力部であり、レンズ１０３、光電変換素子であるＣＣＤ１
０４、Ａ／Ｄ変換部１０５、画像処理部１０６等により構成されている。
【００１７】
１０７はＣＰＵであり、デジタルカメラ全体の制御を行っている。１０８はシャッタース
イッチ（ＳＷ）、１０９はモードスイッチ（ＳＷ）であり、ユーザが撮影を行う場合に操
作するスイッチである。
【００１８】
１１０はＲＡＭ、１１１はＲＯＭであり、プログラムやデータなどを記憶しておく記憶媒
体である。１１２はＬＣＤ制御部、１１３はＬＣＤであり、画像表示を行うための構成部
である。
【００１９】
１１４は外部メディア制御、１１５は現在時刻を計測するタイマ、１１７はデジタイザで
あり、１１６はデジタイザ１１７を制御するデジタイザ制御部である。１１８はデジタル
カメラに接続されてファイルを記録するリムーバブルメディアである。
【００２０】
上述のように構成された本実施の形態のデジタルカメラの使用例を説明する。最初に、ス
ケジュール登録動作について述べる。
図２は、デジタルカメラ１０１におけるスケジューラ画面の表示例を示す図である。
図２において、２０１は表示画面全体、２０２は日付けを入力する領域、２０３は旅行の
タイトルを入力する領域、２０４は時刻を表示する領域、２０５はスケジュール＃１（大
日程）を入力する領域、２０６はスケジュール＃２（詳細日程）を入力する領域である。
【００２１】
図２では、アメリカ旅行の日程で、例えば、朝のある時間帯はサンフランシスコにてゴー
ルデンゲートブリッジを観光し、その次の時間帯はフィッシャーマンズワーフ、その次は
、コイットタワーを観光する。そして、夕方のある時間帯でロスアンゼルスへ移動し、そ
の次の時間帯でチャイナタウンを観光するというスケジュールが入力されている。各入力
領域への入力に関しては、入力用ペン（不図示）を用いて、デジタイザに入力することで
行う。
【００２２】
次に、画像撮影動作について、図３に示すフローチャート基づき説明する。
まず、ステップＳ３０１にて撮影者によりシャッターＳＷ１０８が押されたか否かを判定
する。判定の結果、押されたと判定されると、ステップＳ３０２に進み、押されていない

10

20

30

40

50

(4) JP 3913033 B2 2007.5.9



場合にはステップＳ３０１にて待機する。
【００２３】
次に、ステップＳ３０２では、ＣＰＵ１０７からＣＣＤ１０４に対して画像撮り込み指令
を行い、画像の取り込みを開始する。
【００２４】
次に、ステップＳ３０３では、ＣＣＤ１０４での画像を取り込み後、Ａ／Ｄ変換部１０５
にてＡ／Ｄ変換を行う。さらに、次のステップＳ３０４では、画像処理部１０６で所定の
画像処理を行う。
【００２５】
その後、ステップＳ３０５では、ＤＭＡ（ Direct_Memory_Access）処理により外部メディ
ア制御部１１４を通じてリムーバブルメディア１１８へファイルとして書き込まれる。そ
の際に、ファイルの作成日時が併せて記録される。
【００２６】
次に、ステップＳ３０６では、タイマ１１５から現在日時を読み込んで画像ファイルの作
成日時（撮影日時）をＣＰＵ１０７が記録するが、同時にスケジューラの登録内容から現
在日時にスケジュールが登録されているか否かを判定する。この判定の結果、登録されて
いると判定された場合には、ステップＳ３０７へ進み上記登録されている情報をファイル
の付帯情報として記録する。
【００２７】
例えば、図２に示すスケジュールにおいて 10： 30～ 11： 30にアメリカ旅行、サンフランシ
スコ、フィッシャーマンズワーフの情報が登録されているとする。そして、撮影日時（撮
影時刻）が 2000年 12月 23日 11： 00であった場合には、上記登録されている情報の時間帯に
撮影日時が含まれるため、撮影した画像ファイルには撮影日時とともにアメリカ旅行、サ
ンフランシスコ、フィッシャーマンズワーフの情報が記録される。これらのデータ記録形
式は、階層構造で記録しておくことも可能である。
また、情報を付帯情報としてではなく画像内に埋め込んだ（表示する）形式で記録するこ
とも考えられる。
【００２８】
また、ステップＳ３０６の判定の結果、でスケジュールが登録されていないと判定された
場合には、終了動作となる。
【００２９】
以上の動作により、従来は作成日時（撮影日時）しか記録されなかったデジタルカメラの
画像ファイルに、撮影時のスケジュールデータが自動的に記録されるので、後で整理する
ときなどに役立つ効果がある。
【００３０】
（第２の実施の形態）
上述の第１の実施の形態では、スケジュール表に登録してあるデータをそのまま画像の付
帯情報として記録したが、これをそのままのデータではなく加工した情報を記録するよう
にすることも考えられる。
【００３１】
本実施の形態では、スケジューラに登録した誕生日データから撮影日までの日数を計算し
て付帯情報として記録する例について述べる。尚、説明は上述した第１の実施の形態と異
なる点についてのみ行う。
【００３２】
最初に、スケジューラへの登録動作について述べる。
図４に、本実施の形態におけるスケジューラ画面の表示例を示す。図４において、４０１
は表示画面全体である。４０２は名前を入力する領域、４０３は生年月日を入力する領域
、４０４は付帯情報として記録するか否かを入力する領域である。
【００３３】
ここで、記録したい対象者の撮影欄を入力用ペン（不図示）でタップすると４０５のよう
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にチェックマークが表示され、情報が記録される。ここでは一名しかチェックされていな
いがもちろん複数人に対してチェックすることも可能である。
【００３４】
次に、撮影時の動作について、図５のフローチャートに基づき説明する。
ステップＳ５０１にて撮影者は、撮影をする前にスケジューラの情報を付帯情報として記
録したい場合は、事前に上記のように被撮影者の名前を選択しておく。そして、シャッタ
ーＳＷを押して撮影を行う（ステップＳ３０１）。画像の撮り込み動作に関しては第１の
実施の形態と同様である（ステップＳ３０２～ステップＳ３０５）。
【００３５】
次に、ステップＳ５０２にてスケジューラに情報を記録するためのチェックマークが入っ
ているか否かを判定する。この判定の結果、チェックマークが入っている場合には、ステ
ップＳ５０３に進み、選択されている被撮影者の誕生日をスケジューラの情報から読み出
して現在の日付と比較し、撮影日が生後何日目にあたるかを計算する。一方、ステップＳ
５０２の判定の結果、チェックマークが入っていない場合には、操作終了となる。
【００３６】
次に、ステップＳ５０４にて上記計算された情報を付帯情報として記録する。図４の場合
では「○山×雄」のデータが選択され、撮影時の現在日時との間の経過日が計算され記録
される。記録の終了後、処理の終了操作を行う。
【００３７】
以上述べてきたようにスケジューラに登録した情報をそのまま付帯情報として記録するの
ではなく、加工した形式で記録するため撮影者にとり、より効果的な形での整理が出来る
効果がある。
【００３８】
本実施の形態では、スケジューラに登録された情報から経過日を計算したものであるが、
もちろんこれに限定されるものではない。また、複数の情報を組み合わせて付帯情報を導
き出すような処理も考えられる。
【００３９】
（第３の実施の形態）
上述までの実施の形態では、撮影前にスケジューラへ情報を入力していたが、これを撮影
後に入力してもその時刻に撮影した画像には、上記情報を付帯して記録することも考えら
れる。
本実施の形態では第１の実施の形態に即した旅行の例で説明する。
【００４０】
情報付帯動作について、図６のフローチャートに基づき説明する。
図２に示したスケジューラ画面において上記スケジュールを撮影後、即ち、 2000年 12月 23
日以後に入力したとすると、ステップＳ６０１にてスケジューラ入力ありと判定され、ス
テップＳ６０２に進み、記録されている画像ファイルの作成日時をリムーバブルメディア
１１８から読み出す。
【００４１】
次に、ステップＳ６０３にて上記作成日時がスケジューラに入力された日時の範囲に含ま
れるか否かを判定する。この判定の結果、含まれる場合は、ステップＳ６０４に進み、ス
ケジューラの情報を画像ファイルに付帯して記録し、ステップＳ６０５へ進む。また、ス
テップＳ６０３判定の結果、含まれていない場合は、ステップＳ６０５へ進む。
【００４２】
ステップＳ６０５では、全画像ファイルをチェックしたか否かを判定する。そして、この
判定の結果、全ファイルが終了していれば処理を終了し、全ファイルのチェックが終了し
ていない場合には、ステップＳ６０２に戻り上記の処理を繰り返す。
【００４３】
また、上記の説明では撮影時に何も付帯情報に関する処理をしないこととして撮影時の説
明を省いたが、撮影時の処理においてスケジューラからの情報を付帯して記録した画像に
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は、情報付帯フラグを立てて記録しておくことも考えられる。
【００４４】
撮影後のスケジューラ入力処理に対しては、上記情報付帯フラグが立っていない画像に対
してのみ検索をかけるようにすれば、情報の二重記録が防げるとともに、追加記録にかか
る時間の短縮にもつながる効果が期待できる。
【００４５】
図７に、情報付帯フラグを用いた場合の処理手順を説明するフローチャートを示す。
ステップＳ７０１では、情報付帯フラグが立っているか否かのチェックを行う。この判定
の結果、フラグがある場合には、ステップＳ６０２へ進み、フラグがない場合には、ステ
ップＳ６０５へ進む。
【００４６】
以上のように構成すれば、撮影後でもスケジューラに対して入力を行うと、自動的に画像
ファイルに対して上記情報の付帯記録を行うことが可能となり、特に大量の画像ファイル
が存在する場合などに簡単に画像の整理を行えるようになる効果がある。
【００４７】
（第４の実施の形態）
上述までの実施の形態に加えて、撮影した画像を閲覧する時には登録されたスケジューラ
情報に連動した形で閲覧できるように表示させることも考えられる。
【００４８】
図８には、本実施の形態の画像閲覧画面の表示例を示す。８０１は表示画面全体である。
８０２は日時入力領域、８０３はタイトル入力領域、８０４は大日程入力領域、８０５は
詳細日程入力領域、８０６はサムネイル画像表示領域、８０７は検索ボタンである。
【００４９】
各入力領域には、リムーバブルメディア１１８より読み込んだ付帯情報が表示される。各
領域の右端の矢印ボタンをクリックすると、図９のようにリスト表示される。
【００５０】
図８に示すように、日時領域から「 2000年 12月 23日（土）」、タイトル入力領域から「ア
メリカ旅行」、大日程入力領域から「サンフランシスコ」、詳細日程入力領域から「すべ
て」を選択して、検索ボタンをクリックすると、リムーバブルメディア１１８に記録され
ている画像ファイルの検索を行い、検索条件に合致する画像をサムネイル表示する。
【００５１】
図１０に、画像検索動作の一例を説明するフローチャートを示す。
ステップＳ１００１では、リストを選択し、その後、ステップＳ１００２にて検索ボタン
をクリックにより検索を行うか否かの判定をする。この判定の結果、検索を行う場合には
、ステップＳ１００３へ進み、画像ファイルのチェックを行いステップＳ１００４へ進む
。また、ステップＳ１００２の判定の結果、検索を行わない場合には、別のリストを選択
するためステップＳ１００１へ戻る。
【００５２】
ステップＳ１００４では、画像ファイルが検索の条件に合致するか否かの判定を行う。こ
の判定の結果、条件に合致する場合には、ステップＳ１００５へ進み、画像ファイルの内
容を表示しステップＳ１００６へ進む。一方、ステップＳ１００４の判定の結果、条件に
合致しない場合には、ステップＳ１００６へ直接進む。
【００５３】
ステップＳ１００６では、全画像ファイルを検索完了したか否かを判定し、判定の結果、
完了している場合には処理を完了する。また、全画像ファイルの検索が完了していない場
合にはステップＳ１００３へ戻る。
【００５４】
以上の構成によれば、撮影者は撮影した画像を閲覧する場合でもスケジューラに登録され
た情報を選択していくだけで所望の画像が得られるため、撮影者が画像を見ただけではい
つどこで撮影したかを忘れてしまった画像に対しても簡単に整理をすることが出来る。
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【００５５】
（第５の実施の形態）
本実施の形態では、観光地での撮影時に情報を受信しながら撮影する例を用いて説明する
。
【００５６】
図１１に、本実施の形態における画像記録システムのハードウェア構成の一例を説明する
ブロック図を示す。
図１１において、１１０１は情報発信装置、１１０２は発信する情報を記憶する情報記憶
部、１１０３は上記情報記憶部１１０２に記憶された情報を発信する情報発信部、１１０
４は発信する情報を入力する情報入力部である。
【００５７】
また、１１０５は外部との通信を行なうための受信部を有するデジタルカメラであって、
１１０６は上記情報発信装置１１０１から発信された情報を受信する情報受信部、１１０
７は受信した情報を記憶する受信情報記憶部、１１０８は受信した情報を解析する情報解
析部、１１０９はデジタルカメラ、１１１０は撮影した画像及び情報を記録する記録部で
ある。
【００５８】
まず、情報を配信する情報発信装置１１０１の制御について、図１２のフローチャートに
基づいて説明する。
予め情報記憶部１１０２には配信すべきデータが記憶されている。
【００５９】
ステップＳ１２０１では、情報発信装置１１０１の電源スイッチ（不図示）がＯＮである
か否かの判定を行う。この判定の結果、電源がＯＮである場合にはステップＳ１２０２に
進み、情報発信部１１０３は情報記憶部１１０２からデータを読み込み、ステップＳ１２
０３にて上記データを外部へ発信する。尚、情報記憶部１１０２は、情報入力部１１０４
からの入力データを記憶させることが可能である。
【００６０】
一方、ステップＳ１２０１の判定の結果、電源がＯＦＦの場合は、電源がＯＮになるまで
待機する。
【００６１】
ステップＳ１２０４では、装置の電源スイッチがＯＦＦであるか否かの判定を行う。この
判定の結果、電源がＯＦＦの場合には、ステップＳ１２０５へ進み、データの発信を終了
して電源を落とす。
【００６２】
一方、ステップＳ１２０４の判定の結果、電源がＯＮである場合には、ステップＳ１２０
３へ戻る。
【００６３】
尚、情報の発信には無線通信が使用され、方式としてはＰＨＳや Bluetoothなどが挙げら
れる。その特徴として装置の数十ｍから数百ｍ程度の限られた範囲に電波が届くことから
、撮影場所の状況を発信する本実施の形態に好適である。
【００６４】
また、データはパケット形式で発信される。図１３に発信されるパケットデータのフォー
マットの一例を示す。
【００６５】
本実施の形態では、或る一つの情報発信装置からは撮影スポットに関する同じ情報が常に
配信されている。
Ｄ１は情報発信装置のＩＤを示す。Ｄ２は全情報のパケット量を示している。Ｄ３は全パ
ケットのうち何番目のパケットであるかを示している。Ｄ４は実際のデータである。
【００６６】
次に、受信部を有するデジタルカメラ１１０５側の処理について説明する。
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最初に、情報の受信動作について、図１４のフローチャートに基づき説明する。
【００６７】
まず始めに、使用者が画像の撮影を行おうとして電源をＯＮしたか否かの判定を行う（ス
テップＳ１４０１）。この判定の結果、電源をＯＮしている場合は、ステップＳ１４０２
へ進み、電源のＯＦＦの場合は、ステップＳ１４０１で待機する。
【００６８】
次に、ステップＳ１４０２では、情報受信部１１０６に情報が受信されているか否かの判
定を行う。この判定の結果、情報を受信している場合には、即ち、情報が配信されている
と判定すると、ステップＳ１４０３に進む。一方、情報を受信していない場合には、ステ
ップＳ１４１１へ進む。
【００６９】
次に、ステップＳ１４０３では、全情報を受信したか否かの判定を行う。この判定の結果
、全情報を受信している場合には、ステップＳ１４０４に進む。一方、全情報を受信して
いない場合には、ステップＳ１４０２へ戻る。
【００７０】
次に、ステップＳ１４０４では、情報解析部１１０８において上記受信した情報の解析を
行い、さらにステップＳ１４０５では、受信フラグをセットする。受信フラグは記憶部１
１０７内に記憶する。
【００７１】
次に、ステップＳ１４０６では、電源ＯＦＦとされたか否かの判定が行われる。この判定
の結果、電源がＯＦＦされた場合には、動作終了となる。一方、電源がＯＦＦされない場
合には、ステップＳ１４０７へ進む。
【００７２】
ここでは、図１５に示したパケットデータを受信したとする。即ち情報発信装置から発信
された情報は、ＩＤが１からの情報であり、全パケット量が４、パケットデータが１番目
のものであり、データは「東京タワー」であることが分かる。情報受信部１１０６は、情
報発信装置１１０１のＩＤが変化しない限り、一旦全情報を受信した後は新しい情報を受
信しない。
【００７３】
そして、ステップＳ１４０７にて予め決められた一定時間（数秒程度）経過したか否かを
判定する。この判定の結果、一定時間経過をしている場合には、ステップＳ１４０８に進
み、一定時間を経過していない場合にはステップＳ１４０６に戻る。
【００７４】
次に、ステップＳ１４０８にて情報を受信したか否かの判定を行う。判定の結果、情報を
受信した場合には、ステップＳ１４１０に進み、受信しなかった場合には、ステップＳ１
４０９へ進む。ステップＳ１４０９では、撮影者及びデジタルカメラが情報発信装置から
離れたとみなして受信フラグを下ろす。その後、ステップＳ１４０６に戻る。
【００７５】
一方、ステップＳ１４１０では、受信データの発信装置ＩＤから現在記憶しているデータ
の発信装置ＩＤと変化しているか否かの判定を行う。この判定の結果、変化していた場合
には、撮影者が新たな発信装置の近傍に移動したとしてステップＳ１４０３に戻りデータ
の受信を行う。一方、変化していない場合には、それ以上データの受信はせずにステップ
Ｓ１４０６に戻る。
【００７６】
一方、ステップＳ１４０２の判定の結果、ステップＳ１４１１に進んだ場合には、電源が
ＯＦＦされたか否かの判定を行い、ＯＦＦされた場合には、処理を終了する。一方、ＯＦ
Ｆされていない場合には、ステップＳ１４０２へ戻る。
【００７７】
次に、画像の取り込み動作について説明する。
使用者が撮影を行おうとしてデジタルカメラのシャッターボタン（不図示）を押したとす
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る。すると、撮影された画像は画像圧縮などの処理を行った後でファイルとして記録部１
１１０に記録される。このとき、撮影日時がファイルの作成日時情報として記録される。
【００７８】
さらに、受信フラグが立っているか否かを判定する。この判定の結果、受信フラグが立っ
ていた場合には、受信情報記憶部１１０７から情報を読み出し、上記情報もファイルの情
報として記録部１１１０に記録する。本実施の形態では、東京タワーで撮影した画像であ
ることが記録される。
【００７９】
一方、受信フラグが立っていない場合には、情報を発信する装置が近傍にはないと判断し
、受信情報記憶部１１０７内にデータが存在していても上記データはファイル情報として
の記録は行わない。
【００８０】
以上述べてきた構成によれば、従来は撮影時の情報としては画像以外には日時情報しかな
かったものに対して、本実施の形態のシステムにおいては撮影場所に対応した情報も併せ
て記録しておくことが出来るため、後での整理などに役立てることが出来る。また、発信
装置は無線で情報を配信するため、複数の受信部を有するデジタルカメラに対応すること
が可能である。
【００８１】
さらに、発信装置を複数備えた場合には、各々から異なる情報を発信することができ、ま
た、その情報を受信することが出来る場所にあるデジタルカメラだけが上記情報を記録す
ることが出来る。
【００８２】
（第６の実施の形態）
上述した第５の実施の形態では、ひとつの情報発信装置１１０１から配信される情報は変
化しないものであったが、これを時系列で変化する情報としてもよい。例えば、運動会の
会場で現在行われている競技種日を配信する例や、コンサート会場で現在演奏されている
楽曲の名称を配信する例などが考えられる。
【００８３】
以下、本実施の形態について詳細に説明する。尚、説明は上述の実施の形態と異なる点の
みを説明する。
【００８４】
図１６には、本実施の形態におけるハードウェア構成のブロック図を示す。１６０１は情
報発信装置１１０１に配設された入力検知部である。他の構成に関しては、第５の実施の
形態のハードウェア構成を示した図１１と同様である。また、図１７には本実施の形態に
おけるパケットデータのフォーマット例を示す。
【００８５】
次に、図１８に本実施の形態における情報発信装置１１０１の動作のフローチャートを示
す。本実施の形態では、運動会での競技種目が変更される毎に、次に行われる競技種目の
情報を情報発信装置１１０１に入力する例を説明する。
【００８６】
ステップＳ１２０１～ステップＳ１２０３までは、図１２と同様であるので、ここでは説
明を省略する。
【００８７】
次に、ステップＳ１８０１では、運動会の競技種目が変更されて、その競技種目の情報が
情報発信装置１１０１の情報入力部１１０４に入力されたか否かを判定する。この判定の
結果、入力検知部１６０１で検知した場合には、ステップＳ１８０２に進む。
【００８８】
ステップＳ１８０２では、入力検知部１６０１は情報の入力を情報発信部１１０３に通知
する。また、情報発信部１１０３はこの通知を受けると、情報の発信を停止する。
【００８９】
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次に、ステップＳ１８０３にて、情報発信部１１０３は情報記億部１１０２から新しい情
報を読み込んで発信データの書き換えを行い、情報の発信を再開する。
その後のステップＳ１２０４～ステップＳ１２０５は、図１２と同様であるので、ここで
は説明を省略する。
【００９０】
次に、受信部を有するデジタルカメラ１１０５側の処理について説明する。
まず、情報の受信動作について、図２０のフローチャートに基づき説明する。尚、図１４
と同様のステップに関しては、説明を省略する。
【００９１】
受信部を有するデジタルカメラ１１０５の使用者が電源を投入し、最初の情報を受信する
と、情報解析部１１０８において、上記受信した情報の解析を行う（ステップＳ１４０１
～ステップＳ１４０４）。このとき受信した情報の一例として、図１９に示すようなパケ
ットデータであったとする。即ち、情報発信装置１１０１から発信された情報は、ＩＤが
１からの情報であり、全パケット量が２、パケットデータが２番目のもの、データの種類
が１、データＩＤが２、データの内容は「１００ｍ徒競争」である。ステップＳ１４０４
での解析の結果、受信した情報は時系列で変化する情報であることがわかる。
【００９２】
さらに、情報受信部１１０６は、予め決められた一定時間毎に情報の受信動作を行い、情
報発信装置１１０１のＩＤが変化したか否かの判定を行う（ステップＳ１４１０）。この
判定の結果、情報発信装置１１０１のＩＤの変化がない場合には、ステップＳ２００１に
進む。
【００９３】
次に、ステップＳ２００１では、データのＩＤが変化したか否かを判定する。この判定の
結果、データのＩＤが変化した場合には、ステップＳ１４０３に戻り情報の更新を行う。
一方、データのＩＤが変化しない場合には、ステップＳ１４０６に戻る。
【００９４】
画像の撮影動作及び上記画像と情報の記憶動作は上述の第５の実施の形態と同様である。
以上のように構成することで時々刻々変わって行く情報を受信しながら画像を撮影し、上
記情報とともに記憶しておくことが可能となることから、刻々と変化していく撮影時の状
況を画像とともに記憶しておくことができ、画像の整理などに役立つ効果がある。
【００９５】
（第７の実施の形態）
上述までの実施の形態では、受信部を有するデジタルカメラ１１０５側では受信した情報
をそのまま画像とともに記憶していたが、情報発信装置１１０１からの情報にレベルを付
けて配信し、受信部を有するデジタルカメラ１１０５側で選別して記録するようにするこ
とも考えられる。
【００９６】
例えば、受信部を有するデジタルカメラ側１１０５が記録するときに受信情報の記録のレ
ベルを選別できるようにすることも考えられる。
図２１に、本実施の形態におけるパケットのフォーマット例を示す。
【００９７】
記録するレベルは受信情報記憶部１１０７に予め記憶してある。また、情報に付するレベ
ルは撮影中に任意のタイミングで変更することが可能である。
図２２には、本実施の形態における受信動作フローチャートを示す。
尚、フローチャートの説明は、図２０に対して追加したステップのみについて説明を行う
。
【００９８】
ステップＳ２２０１及びステップＳ２２０２では、受信したデータのレベルを基準にその
データレベルと記録レベルを比較し、両者のレベルが同じかデータレベルの方が高かった
場合には、ステップＳ１４０３に進んでデータの受信を行う。
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【００９９】
（本発明の他の実施の形態）
本発明は複数の機器から構成されるシステムに適用しても１つの機器からなる装置に適用
しても良い。
【０１００】
また、上述した実施の形態の機能を実現するように各種のデバイスを動作させるように、
上記各種デバイスと接続された装置あるいはシステム内のコンピュータに対し、記憶媒体
から、またはインターネット等の伝送媒体を介して上記実施の形態の機能を実現するため
のソフトウェアのプログラムコードを供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ
（ＣＰＵあるいはＭＰＵ）に格納されたプログラムに従って上記各種デバイスを動作させ
ることによって実施したものも、本発明の範疇に含まれる。
【０１０１】
また、この場合、上記ソフトウェアのプログラムコード自体が上述した実施の形態の機能
を実現することになり、そのプログラムコード自体、およびそのプログラムコードをコン
ピュータに供給するための手段、例えばかかるプログラムコードを格納した記憶媒体は本
発明を構成する。かかるプログラムコードを記憶する記憶媒体としては、例えばフレキシ
ブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テー
プ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【０１０２】
また、コンピュータが供給されたプログラムコードを実行することにより、上述の実施の
形態で説明した機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードがコンピュータにお
いて稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）あるいは他のアプリケーションソフ
ト等の共同して上述の実施の形態で示した機能が実現される場合にもかかるプログラムコ
ードは本発明の実施の形態に含まれる。
【０１０３】
さらに、供給されたプログラムコードがコンピュータの機能拡張ボードやコンピュータに
接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後、そのプログラムコードの指
示に基づいてその機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一
部または全部を行い、その処理によって上述した実施の形態の機能が実現される場合にも
本発明に含まれる。
【０１０４】
【発明の効果】
　本発明によれば、

刻々と変わっていく撮影時の を画像
とともに記憶しておくことができ、さらにその中でも記録レベルに対応した
のみを選別して記録することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態におけるハードウェア構成のブロック図である。
【図２】本発明の第 1の実施の形態におけるスケジューラ画面の表示例を示す図である。
【図３】本発明の第 1の実施の形態における画像撮影動作フローチャートである。
【図４】本発明の第２の実施の形態におけるスケジューラ画面の表示例を示す図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態における画像撮影動作の手順を説明するフローチャー
トである。
【図６】本発明の第３の実施の形態における情報付帯動作の手順を説明するフローチャー
トである。
【図７】本発明の第３の実施の形態における情報付帯フラグを用いた場合のフローチャー
トである。
【図８】本発明の第４の実施の形態における画像閲覧画面の表示例を示した図である。
【図９】本発明の第４の実施の形態における画像閲覧画面のリスト表示例を示した図であ
る。
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【図１０】本発明の第４の実施の形態における画像検索動作のフローチャートである。
【図１１】本発明の第５の実施の形態におけるハードウェア構成のブロック図である。
【図１２】本発明の第５の実施の形態における情報発信装置の動作のフローチャートであ
る。
【図１３】本発明の第５の実施の形態における通信で用いられるパケットデータのフォー
マットを示した図である。
【図１４】本発明の第５の実施の形態におけるデジタルカメラの情報受信動作の手順を示
すフローチャートである。
【図１５】本発明の第５の実施の形態におけるパケットデータの例を示した図である。
【図１６】本発明の第６の実施の形態におけるハードウェア構成図である。
【図１７】本発明の第６の実施の形態における通信で用いられるパケットデータのフォー
マットを示した図である。
【図１８】本発明の第６の実施の形態における情報発信装置の動作のフローチャートであ
る。
【図１９】本発明の第６の実施の形態におけるパケットデータの例を示した図である。
【図２０】本発明の第６の実施の形態におけるデジタルカメラの情報受信動作の手順を説
明するフローチャートである。
【図２１】本発明の第７の実施の形態における通信で用いられるパケットデータのフォー
マットを示した図である。
【図２２】本発明の第７の実施の形態におけるデジタルカメラの情報受信動作のフローチ
ャートである。
【符号の説明】
１０１　デジタルカメラ
１０２（１０３～１０６）　画像入力部
１０７　ＣＰＵ
１０８　シャッターＳＷ
１０９　モードＳＷ
１１０　ＲＡＭ
１１１　ＲＯＭ
１１２　ＬＣＤ制御部
１１３　ＬＣＤ
１１４　外部メディア制御部
１１５　タイマ
１１６　デジタイザ制御部
１１７　デジタイザ
１１８　リムーバブルメディア
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

(17) JP 3913033 B2 2007.5.9



【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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